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本市に登録（工事請負）をしている皆様へ
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平成１６年度から工事入札制度の一部を改正します

　かねてより、工事入札制度における課題に対応すべく制度見直しの検討を進めてまいりましたが、平成１６年度より、次の通り入札制度の改正等を行いますので通知します。

１工事入札に平均額型最低制限価格を導入します

（１）平均額型最低制限価格の導入経緯

従来の最低制限価格は、平成11年に設定後、４年以上経過し、見直しが必要な時期に来ていました。そこで、市場による価格形成という入札本来の目的を踏まえ、平成16年度より、実際に入札された額（実勢価格）を基準として最低制限価格を設定する方式（平均額型最低制限価格）に改正します。

（２）平均額型最低制限価格の概要
＊平均額型最低制限価格とは、実際に入札された札の内、一定数を対象として平均額を算出し、その平均額に一定割合を乗じた額を最低制限価格とする方式です。（既に業務委託の入札に導入しています。)

1 対象案件：設計金額を事前公表する入札案件。

2 平均額算出対象：入札金額の低いものから１０番目まで（参加者数が５社から１０社の場合は全社）の額を対象とし、平均額を算出します。この場合、１円未満は四捨五入します。

3 最低制限価格の率：②で算出した平均額の９０％が最低制限価格となります。この場合、１００円未満は切り捨てます。

4 その他

・参加者数が５社未満の場合及び希望価格を事前公表する入札については、最低制限価格を設けません。

・設計金額を事前公表する入札において、予定価格は設計金額と同額とし、予定価格決定のための「くじ引き」は廃止します。

・立会人は、今まで３名にお願いしておりましたが、「くじ引き」廃止に伴い、１名の方にお願いすることとします。原則として、参加申請の順番が「参加者数÷２（小数点切り上げ）」に該当する方とします。

２ 共同企業体入札を混合入札へと転換します

（１）経緯
　共同企業体入札における国土交通省の取組みを踏まえ、平成１６年度より共同企業体入札に単体企業の参加を認める「混合入札」を導入します。
（２）共同企業体への工事発注に関する指針
　 ①　大型工事（概ね５億円以上）を対象として実施している共同企業体工事入札に、単体企業の参加を認め、混合入札とします。ただし、単体企業が参加する場合、参加条件として下請発注金額（１次分）の内４０％以上を市内事業者に発注することを義務付けることとします。

② 準大型工事（概ね２.5億円から５億円程度）については、準市内事業者等と、市内事業者２者による共同企業体との、混合入札とします。
注１）この指針は、規模条件のみが問われる一般工事を対象とする方針です。技術要件等を問う特殊工事や難易度の高い工事については、工事規模にかかわらず要件を満たす企業が対象となります。

注２）「共同企業体入札（混合入札）のご案内」を、ホームページ「工事掲示板」にある「入札制度関連情報」の中に掲示します。特に、大型工事を対象とする共同企業体入札に単体で参加しようとする事業者は、必ずご覧ください。また、共同企業体入札は郵便入札で行いますので、「郵便入札のご案内」もあわせてご参照ください。

３ 入札参加条件へ工事成績を本格導入します

（１） 導入の目的

工事成績の良い事業者の受注機会を拡大することにより、良い工事を履行することへのインセンティブを強化し工事品質の向上を図るとともに、厳しい経営環境の中でも「優良事業者は事業を継続し、さらに発展していくことができる」環境づくりを目指します。

（２） 対象とする案件

　 市内事業者対象の工事入札の内、概ね半数程度の案件に、工事成績を入札参加条件として導入します。

（３） 導入する入札参加条件の内容

　　　工事成績条件を付ける場合、入札案件ごとに、次の3つの内いずれかの条件を付けることとします。

　　①「平成13年度以降の工事成績の平均点が７０点以上であること」

（概ね８５％の事業者が該当）

　　②「平成13年度以降の工事成績の平均点が７７点以上であること」

（概ね５０％の事業者が該当）

　　③「平成13年度以降、優良工事履行実績があること、または工事成績の平均点が８２点以上であること」（概ね２０％の事業者が該当）

（４） 工事成績データの更新

　　① 工事成績データは、当面年3回（５・８・１２月に）追加更新します。

　　② 平成１３年度以降の水道局発注工事、及び土木部発注の単価契約工事の工事成績についても、５月に追加投入します。

注１） 上記（３）の設定点数は、成績データの追加更新時（主に５月）に見直します。

注２） 上記（４）の追加更新は、連休・お盆・年末年始等入札の切れ目に行います。

注３） 平成１７年度までは平成１３年度以降の全成績データを使用し、平成１８年度からは、前４年度分以降の成績データを使用する予定です。

４ 事業所訪問調査を実施します

（1） 調査対象

　　　本市に工事登録している市内・準市内業者（約５４０社）が調査対象となります。

（２）実施時期

　　　５月～９月ごろを予定しています。毎年概ね半数づつ調査します。

（３）調査方法

①調査の連絡：原則として、調査前日に連絡します。

（事前連絡を行わない場合もあります。）

②調査内容

· 事務所実態調査：社名表示、事務所形態、稼動状況

· 登録内容確認調査：所在地、電話、名称、代表者、営業所専任技術者

· 技術者確認調査：登録している最新の技術者名簿との相違

· 労働安全衛生法関連調査：安全管理者、衛生管理者の確認  など

（４）その他

　　　登録内容と相違がある場合は、是正指導を行います。悪質な場合や是正指

　　導に従わない場合は、指名停止基準により、指名停止措置を講じます。
５ 工事実績情報サービス（コリンズ）を導入します

平成１６年度から、（財）日本建設情報総合センターが提供している工事実績情報サービス（コリンズ）を導入します。

（１）利用目的

　　　工事現場に配置される技術者の専任制を確認します。

（２）対象案件

　　　請負金額５００万円以上の工事が対象となります。

（３）開札方法

コリンズ導入後は、開札後一旦審査保留し、「配置技術者調書」を提出していただき、それを確認した後に落札確定します。（落札候補となった場合、開札日中に「配置予定技術者調書」をＦＡＸで契約課に提出していただきます。）

６ 上下水道局と入札契約検査事務を一体化します

（１）契約事務および検査事務について

従来、市長部局と水道局の契約・検査事務は、それぞれ別に行なっていましたが、平成１６年度以降はすべて財政部契約課で行います。

（２）手持ち件数制限の改正について

水道局発注による入札分が増加することから、手持ち工事件数を４件から１件増やして５件とします。ただし、ＪＶ工事での手持件数については、変更ありません。

（３）電子入札システムの利用について

工事の電子入札システムは、既に水道局でも稼動済みのため、現時点では統合することが困難です。そのため、これからも従来どおり、市長部局発注工事は「市の電子入札システム」から、上下水道局発注工事は「局の電子入札システム」からご利用いただきます。ご面倒でも、入札参加申請や入札書の送付などの場合、発注者別にそれぞれのシステムにログインしてください。なお、IDとパスワードは共通です。

◆各種ご注意

１．談合等不正行為に対する対応

本市は、入札契約適正化法の指針にもとづき「入札監視委員会」を設置しています。委員会（委員長：鈴木桐蔭横浜大学教授・元公正取引委員会首席審判官）では、無作為抽出で案件の監視を行っていすが、今後はさらに重点を決めて監視を強化する方針です。

また、談合等不正行為撲滅に向け取組みを強化している公正取引委員会でも、本市の新しい入札制度と運用状況を注目しています。

談合等不正行為（平均入札額の操作や他の入札参加者に対する圧力なども該当します）は、重大な犯罪です。本市においては無いと考えておりますが、不正行為に対するペナルティは非常に厳しく、例えば、談合の場合は次の通りとなっています。

① 刑法談合  ：刑法第96条の３第1項、第2項（2年以下の懲役など）

   本市における指名停止1年以上（国・県でも指名停止となります）

② 独禁法談合：独禁法第89条～第96条（3年以下の懲役など）

 課徴金（談合の対象となった全工事の請負額の３％又は６％）

 本市への賠償金（談合認定された市発注工事の請負金額の１０％）

 本市における指名停止1年以上（国・県でも指名停止となります）

２．登録更新の円滑な実施

本市への登録有効期限につきましては、常にチェックし、期限切れになる前に余裕を持って更新手続きを行ってください。（更新手続きには最短でも２週間くらい要しますので、少なくとも期限の１か月前までに手続きすることをお勧めします。）

期限切れになりますと、電子入札システムに入ることができなくなり、その時点から入札へ参加できなくなりますので、ご注意ください

３．経営事項審査結果通知書の取扱い

建設業法が改正され、経営事項審査の取扱いについても一部変更がありましたが、国土交通省の方針に従い、本市でも「競争入札参加資格更新審査申請」の際には、従来のとおり総合評点（Ｐ点）が必要となりますので、本年３月１日以降に経営事項審査を申請した方は、登録更新には総合評点値通知書を提出するようにしてください。

４．制度運用の変更などのお知らせのホームページ掲示

今回は、改正点が多かったため、特にダイレクトメールにて通知いたしましたが、原則はすべてホームページ内「工事掲示板」に掲示し、お知らせすることとなっています。

今後、運用等の変更    が出た場合、「工事掲示板」の掲示にてお知らせしますので、必ずご確認ください。

（担当は、財政部契約課  大川原・吉田 046-822-9791・8167）
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